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宍粟市の会計の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通会計とは、公営事業会計以外の会計を統合して一つの会計としてまとめたもので、

宍粟市の普通会計は、一般会計と鷹巣診療所特別会計を統合したものです。なお、国民健

康保険事業や上下水道事業などの特別会計に、一般会計からの赤字の補てんや制度上定め

られた繰出金があり、その特別会計への赤字補てんや繰出金も含んだ普通会計を分析する

ことにより、市の財政状況を見ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳入（財源）の内訳

国からの交付金・
補助金

県からの補助金 地方債
使用料及び分担

金など
地方交付税 地方税など

歳出の内訳と財源

歳出の内訳 人件費 扶助費 公債費 繰出金

特定財源（国からの交付金・補助金、県からの補助金、地方債、使用料及び分担金など）

一般財源（地方交付税、地方税など）

財源

財源

特定財源（使用目的が特定されている） 一般財源（市の裁量による）

その他の経費

財源の構成 

公営事業会計 公営事業会計以外の会計

(２)　国民健康保険事業特別会計
(３)　国民健康保険診療所特別会計
(４)　老人保健事業特別会計
(５)　後期高齢者医療事業特別会計
(６)　介護保険事業特別会計
(７)　簡易水道事業特別会計
(８)　下水道事業特別会計
(９)　農業集落排水事業特別会計
(10)　水道事業特別会計
(11)　病院事業特別会計
(12)　農業共済事業特別会計

(１)　鷹巣診療所特別会計

一般会計

特別会計

普
通
会
計
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上図の歳入（財源）は、使途が特定されている特定財源と地方自治体の裁量によって使

用できる一般財源に区分されます。国から交付される補助金などの特定財源は、使途が限

定されており、その目的に使用しなければなりません。一方、一般財源は、地方自治体の

裁量によって使用できるものなので、独自の施策の推進のために活用できる財源です。 

 

 

財政収支見通しにおける前提条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年度の当初予算を基準として、平成２３年度～平成２７年度までの普通会計の一

般財源による財政収支見通し（歳入と歳出の見通し）を作成しました。なお、平成１７年

度から平成２１年度は決算に基づく実績値であります。  

 

１「歳入見通しの前提条件」  

①市税については、市民税では人口の減少による影響、固定資産税では家屋の新増築や評

価替えなどによる影響を見込みました。  

②地方交付税については、平成２２年度の地方交付税の実績値を基準に平成２３年度以降

を見込みました。 

  

２「歳出見通しの前提条件」  

義務的経費  

①人件費は、職員数改善計画により退職者と採用者を見込みました。  

②扶助費は、平成 23 年度から毎年 3％の増加率を見込みました。  

③公債費は、借入金の償還計画に基づく返済額と今後の事業計画に伴う借入分を見込みま

した。  

④繰出金は、国民健康保険事業や介護保険事業などの特別会計毎に算出し見込みました。  

⑤その他の経費は、主に物件費、補助費、投資的経費、積立金を含みます。物件費は委託

料や事務的経費、補助費は一部事務組合などの運営費、投資的経費は整備事業費、積立金

は、財政調整基金などへの積立を見込みました。 

財政収支見通し 

歳入（財源）の内訳

歳出の内訳と財源

歳出の内訳 人件費 扶助費 公債費 繰出金 その他の経費

特定財源（国からの交付金・補助金、県からの補助金、地方債、使用料及び分担金など）

財源

財源

地方交付税 地方税など

一般財源（地方交付税、地方税など）

一般財源（市の裁量による）
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【用語説明】 

①一般会計とは、行政運営の基本的な経費を計上したもので、市税などを主な財源として 

構成し、市の会計の中心となるもの。 

②特別会計とは、一般会計とは別に設けられる独立した経理管理が行われる会計のこと。 

③普通会計とは、公営事業会計以外の会計を統合して一つの会計としてまとめたもの。本

市の普通会計は、一般会計と鷹巣診療所特別会計を統合した会計のこと。 

④公営事業会計とは、公営企業会計（上水道事業）、その他の公営企業会計（病院事業）、

収益事業会計（簡易水道事業、国民健康保険事業など）のこと。 

⑤一般財源とは、地方自治体の裁量によって使用できる財源のこと。 

⑥特定財源とは、使途が特定されている財源のこと。 

⑦財政収支見通しとは、将来の歳入と歳出の見通しのこと。  

⑧人件費とは、職員等に支払われる勤労の対価、報酬として支払われる一切の経費。委員

報酬、職員給、共済組合負担金など。 

⑨扶助費とは、社会保障制度の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、心身障害者など

に対して行っている様々な支援に要する経費のこと。 

⑩公債費とは、市が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の合算額のこと。 

⑪繰出金とは、一般会計と特別会計または特別会計相互間において支出される経費のこと。 

⑫物件費とは、人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消

費的性質の経費の総称で、賃金、旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、報償費、

委託料、使用料及び賃借料、原材料費等のこと。 

⑬投資的経費とは、道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設など社会資本の整備に

要する経費であり、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費のこと。 

⑭積立金とは、一般に、財政運営を計画的にするため、または、財源の余裕がある場合に

おいて特定の支出目的のため年度間の財源変動に備え、積立てる資金のこと。 

⑮財政調整基金とは、年度間の財源を調整したり、急激な税の落ち込みや災害などに備え

たりするための資金のこと。 

 

 


